
第14章 法令適用事前確認手続（ノーアクションレター制度） 

 

Ⅰ 本制度導入の経緯 

 

政府は、2001年３月27日に閣議決定された「行政機関による法令適用事前確認手

続の導入について」において、「平成13年度から、ＩＴ・金融等新規産業や新商品・

サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行うに際

し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為につい

て特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の公正

性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と行政機関の回答を公表する」

こととした。 

金融庁では、当該閣議決定を受けて、「金融庁における法令適用事前確認手続に

関する細則」を策定し、2001年７月16日より、金融庁の所管する法令について、「法

令適用事前確認手続」制度（ノーアクションレター制度）の運用を開始し、その後、

数度に渡る細則の改正を通じて、本制度の改善を図っている。 

本制度は、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に

関して、金融庁所管法令の適用対象となるかどうかを、あらかじめ確認できる制度

である。民間企業等は照会案件に係る法令を所管する担当課室長に対して書面で照

会し、照会を受けた担当課室の長は原則30日以内に書面で回答することとなってい

る。 

 

Ⅱ 回答実績 

 

金融庁では、2019事務年度において、対象となる照会に対して２件の回答を行っ

ており、制度導入からの回答の累計は66件となっている。 

 

 Ⅲ 利用上の留意点 

 

本制度に基づく照会に対する金融庁の回答は、照会書に記載された事実を所与の

前提として、対象法令との関係のみについて、照会された時点における見解を示す

ものである。 

したがって、前提事実が異なる場合や、関係法令が変更されるような場合には、

異なる見解が示される場合もありうるし、また、当然のことながら、当該回答が、

捜査機関の判断や司法判断を拘束するものではない。 
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